
職業を通じて障害者の社会参加をすすめるためには、各企業が積極的に雇用の場を提供しよう
とすることはもちろん必要ですが、採用後も障害者の職業生活の充実を図ることが大変重要です。
このため、法律（注）では事業主は障害者を５人以上雇用する事業所ごとに障害者職業生活相談

員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談・指導を行わせなければならないと
しています。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、民間企業等で障害者職業生活相談員とし

て選任が予定されている方などに、その技術的事項を習得していただくため「障害者職業生活相
談員資格認定講習」を実施しています。

（注）障害者の雇用の促進等に関する法律

受講決定等

講習日時及び会場

形式 日程 時間 会場

第１回 オンライン 9月18日（水）～20日（金）
10時30分～17時
（3日間で合計10時間）

所属事業所等

第２回 オンライン 10月21日（月）～23日（水）
10時30分～17時
（3日間で合計10時間）

所属事業所等

任意講習 集合 11月1日（金） 10時～12時 鹿児島県立
鹿児島高等特別支援学校

※オンライン形式の講習について、インターネット環境が整っていない方は、当支部（ポリテクセンター鹿児島で受講す
ることも可能です。事前にご相談ください。
※3日間のオンライン講習（10時間）を修了した方には、資格要件となる「修了証書」を交付します。
※任意講習は資格付与の対象ではございません。

受講対象者

①障害者を５人以上雇用する事業所で、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、
及びこれに準ずる方
②雇用している障害者が5人に満たない場合もお申込み可能ですが、定員を超える場合は、①の方
を優先いたします。ご了承ください。

受講費用

受講料は無料です。受講者にはテキスト、その他の資料は各自ダウンロードしていただきます。

申込方法

受講申込書に必要事項をご記入の上、メールにてお申込みください。（メールの件名を「認定講習
申込」としてください。）
受講申込書はホームページからもダウンロードできます。

申込締切 第1回 令和6年7月31日（水）
第2回・任意講習 令和6年8月30日（金）

【申込先】 E-Mail：kagoshima-kosyo@jeed.go.jp
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鹿児島支部 高齢・障害者業務課

定員：30名/各回

受講の可否を書面にて通知します。（第1回8月中旬頃、第2回・任意講習9月中旬頃）

令和6年度 障害者職業生活相談員資格認定講習
のご案内

※任意講習のみの受講も可能です。
詳しくは「特別支援学校見学会のご案内」のチラシをご覧ください。



障害者職業生活相談員の職務

１ 「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了した方

２
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練（福祉工学科に係るも
のに限る）を修了した者又はこれに準じる者として厚生労働大臣が定める者

３

学校教育法による大学もしくは高等専門学校の卒業者又は職業能力開発促進法による職業能力開発
総合大学校の長期課程の指導員訓練（福祉工学科に係るものを除く）、職業能力開発大学校もしく
は職業能力開発短期大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者もしくはこれらに準じる者として厚
生労働大臣が定める者で、その後１年以上障害者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有
する者

４
学校教育法による高等学校（旧中等学校令による中等学校を含む）または中等教育学校を卒業した
者（学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
を含む）で、その後２年以上障害者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

５ その他の者で、３年以上障害者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

６ 上記に掲げる者に準ずる者（※）

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」より

（※）「上記に掲げる者に準ずる者」とは、職場適応援助者養成研修修了者又は「個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者」
を支援する者に対する研修（国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成事業）修了者を指します。

事業主

選任 相談

指導

選任報告書
の提出

助言・指導・援助 資格認定講習

職業生活相談員 障害者

公共職業安定所 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

事業主

障害者職業生活相談員のしくみ

次の内容について障害者から相談を受けたり、障害者を指導したりすることが職務です。

① 適職の選定、職業能力の開発向上等職務内容について
② 障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備について
③ 労働条件、職場の人間関係等職場生活について
④ 余暇活動について
⑤ その他職場適応の向上について

厚生労働省令で定める資格要件

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
鹿児島支部 高齢・障害者業務課

〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 （ポリテクセンター鹿児島内）
℡099-813-0132 Fax099-250-5152


